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第１分科会委員に
よる財政局審査
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予算・決算特委に
よる財政局審査
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第１分科会委員に
よる財政局審査

①財政局審査は傍聴できない。
②第１分科会委員以外の非交渉
会派・無所属議員は発言、傍聴
できない。
③分科会での委員差し替えは可。

①財政局審査は議員の傍聴を認
める。
②財政局審査における委員外議員
発言は分科会が認めれば可。
③分科会での委員差し替えは可。

①財政局審査は全議員により審
査し、質疑は、会派代表制、会
派持ち時間制で行う。
②非交渉会派・無所属議員が発
言できる。
③分科会での委員差し替えは可。

財政局審査の方法について
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予算・決算に対する審査方法

代表質疑
分科会に
おける財
政局に対
する質疑

一般質問

①財政局を審査する目的は何か。
②全委員による審査としたら質問内容の違いはどうするか。

総括質問を
廃止した経
緯がある。


